
消防団協力事業所表示制度の導入状況

■消防団協力事業所表示制度とは？

　⑴　制度の必要性と趣旨

　　　被雇用者団員の増加（全国　平成25年４月１日現在　71.9％）に伴い、消防団活動を円滑に実施する

には、消防団員を雇用する事業所の消防団活動への理解と協力を得ることが不可欠となっています。

　　　このため、総務省消防庁では、平成18年度より、消防団活動に協力している事業所を顕彰する「消防

団協力事業所表示制度」を設け、その推進を図っています。

　⑵　消防団協力事業所となるための要件

　　　次の要件のうち一つ以上を備えている事業所は、「消防団協力事業所表示制度」を導入している市町

村等へ申請して下さい。

　　　認定を受けますと「消防団協力事業所表示証」が交付されます。

　　　　○従業員等が消防団員として、相当数入団している。

　　　　○従業員の消防団活動への配慮に積極的に取り組んでいる。

　　　　○災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている。

　　　　○事業所に機能別分団等を設置している。

　　　　○その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

　⑶　消防団協力事業所表示証を交付されることのメリット

　　　地域の防災体制の充実に協力していると事業所として、また、地域社会の構成員として防災に貢献し

ている事業所として公に認められることになります。

　　　○「消防団協力事業所表示証」を自社ホームページ等で掲載し、広く社会へPRすることができます。

　　　○事業所の信頼の向上につながり、事業所のイメージアップを図ることができます。

　　　○国土交通省東北地方整備局では、総合評価の地域貢献の評価項目に「消防団協力事業所」を加え、

評価することとしています。

　⑷　全国の導入状況（平成25年４月１日現在）

　　　47都道府県の978市町村で導入しており、9,513の事業所が消防団協力事業所表示証を交付されていま

す。

              　消防団協力事業所表示証              　消防団協力事業所表示証
                （市町村等交付用）                    （総務省消防庁交付用）



申請

推薦

消防団協力事業所の

表示マークを自社 HP
で公開

よし、消防団活動への

協力を通じて、社会に

貢献しよう！

そして、この申請書で

「消防団協力事業所」

に認定してもらおう！

市町村等 

　(5) 消防団協力事業所表示制度のイメージ

（平成26年４月１日現在）
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雄勝郡東成瀬村

　 合　　　計

8 7

1 7

5 1

1 0

2 8

1 4

1 3

3 5

3

3 3

6

2 0

1 1

3

9

2

0

5

4

0

3 5 1

■秋田県における消防団協力事業所表示制度

導入市町村（秋田県総合防災課調べ）

　平成26年４月１日現在、本県では20市町村で導入

しており、351の事業所に消防団協力事業所表示証

が交付されています。


